
１．景品表示法に基づく法的措置件数の推移（令和８年１月31日現在）
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※1　確約計画の認定は、令和６年10月１日施行の改正景品表示法により導入。
※2　課徴金納付命令は、平成28年４月１日施行の改正景品表示法により導入。
※3　平成26年11月末日までは指示件数。平成26年12月１日以降は措置命令件数（平成26年度の措置命令件数は０件。）（市町村の措置件数も含む。）。
※4　法的措置件数は措置時点の件数（平成29年度の課徴金納付命令１件は平成30年12月21日に、平成30年度の国の措置命令１件は令和２年５月15日に取り消されている。）。
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２．景品表示法に基づく法的措置事件の概要（令和７年２月１日～令和８年１月 31日） 

※ 国又は都道府県等において法的措置を採った事件の公表されたものの概要を掲載しています。措置の詳細につきましては、国又は公表を

行った都道府県等のホームページを御覧ください（事件概要に記載のＵＲＬをクリックしてください。）。 

 

措置日 
処分 

行政庁 
事業者名 事件概要 

R7.12.23 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 

株式会社 

千葉ロッテ 

マリーンズ 

１ 株式会社千葉ロッテマリーンズは、「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ ＴＥＡＭ２

６」と称する有料会員制ファンクラブ（以下「本件ファンクラブ」という。）の令和７年度会

員向けサービスを一般消費者に提供するに当たり、令和７年１月１７日付けで郵送したダイ

レクトメール（以下「本件ダイレクトメール」という。）において、例えば、「有料会員への

入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース※いずれか１点の特典をお渡し

します」、選手のサイン入りのボールの画像と共に、「さらに選手の直筆サイン入りボールを

ランダムでお渡しします」、「※選手はお選びいただけません」、「受け取り方法 本ハガキを

球場外周 ＴＥＡＭ２６ ブースで提示」等と表示することにより、あたかも、本件ファン

クラブに入会し、球場外周に設置されたファンクラブブース（以下「ファンクラブブース」

という。）において本件ダイレクトメールを提示すれば、いずれかの選手の直筆サイン入りの

ボール（以下「直筆サインボール」という。）が必ず提供されるかのように表示していたが、

実際には、直筆サインボールが提供されるのは、本件ファンクラブに入会し、ファンクラブ

ブースにおいて本件ダイレクトメールを提示した者の一部に限られるものであった疑いが

あった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を行

わない旨を取締役会で決議すること。 



⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 本件ダイレクトメールを受領し、本件ファンクラブに入会した一般消費者に対し、支払

われた年会費の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_251223_01.pdf 

R7.12.18 

【措置命令】 
消費者庁 

ＳＢ Ｃ＆Ｓ 

株式会社 

ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社は、「ＩＮＶＯＬ ＵＬＴＲＡ コーティング ｆｏｒ スマートフォ

ン」と称するスマートフォン向けのコーティング剤（以下「本件商品①」という。）及び「ＩＮ

ＶＯＬ ＵＬＴＲＡ コーティング ｆｏｒ タブレット」と称するタブレット端末向けの

コーティング剤（以下「本件商品②」といい、本件商品①と併せて「本件２商品①」という。）

並びに「ＩＮＶＯＬ Ｅｘｔｒａ Ｆｉｎｅ コーティング ｆｏｒ スマートフォン」と称

するスマートフォン向けのコーティング剤（以下「本件商品③」という。）及び「ＩＮＶＯＬ Ｅ

ｘｔｒａ Ｆｉｎｅ コーティング ｆｏｒ タブレット」と称するタブレット端末向けの

コーティング剤（以下「本件商品④」といい、本件商品③と併せて「本件２商品②」という。）

を一般消費者に販売するに当たり、 

⑴ 例えば、本件商品①について、令和６年９月２０日から同年１０月２３日までの間、本

件商品①の商品パッケージにおいて、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」、「防

キズ」、「抗ウイルス・抗菌」等と表示するなど、あたかも、本件２商品①をスマートフォ

ン又はタブレット端末の画面等に塗布することで、傷の発生を防止する効果、細菌の増殖

を抑制する効果及び特定のウイルスの数を減少させる効果が得られるかのように示す表示

をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_251223_01.pdf


⑵ 例えば、本件商品③について、令和６年１０月２５日から令和７年８月２１日までの間、

本件商品③の商品パッケージにおいて、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」、

「防キズ」等と表示するなど、あたかも、本件２商品②をスマートフォン又はタブレット

端末の画面等に塗布することで、傷の発生を防止する効果が得られるかのように示す表示

をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、それぞれ期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、

当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められな

いものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251218_01.pdf 

R7.12.16 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 
ＳＯＥＬＵ 

株式会社 

１ ＳＯＥＬＵ株式会社は、自社が運営する店舗において又は自社とフランチャイズ契約を締

結する事業者が経営する店舗を通じて供給するフィットネスクラブの利用等のサービス（以

下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、令和６年３月１４日から令和７

年７月３１日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「ヨガ・マシンピラティス・よ

もぎ蒸しなど 全部受け放題」、「月々１，９８０円～で ここまでできる！」等と表示する

ことにより、あたかも、キャンペーン適用時は月々１，９８０円（税抜）でヨガのレッスン

の受講、マシンピラティスのレッスンの受講、よもぎ蒸しの利用等のサービス（以下「本件

各サービス」という。）が受けられるかのように表示していたが、実際には、本件各サービス

の全てを受けられるものではなかった疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を行

わない旨を取締役会で決議すること。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251218_01.pdf


⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記１の行為を行っていた期間に本件役務に係る会員となった者に対し、支払われた額

の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251216_01.pdf 

R7.12.2 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
株式会社 

エムアンドエム 

⑴ア 株式会社エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品（以下「本件商品」と

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和４年９月８日に、「大人女性のホ

ンネに向き合う女子ＳＰＡ！」と称するウェブサイトを経由して表示されるウェブページ

において、「３０代から５０代と幅広い年齢層が愛用してるのにも関わらず、共通して『目

のシワが数秒でピーンと伸びた』『目以外のシワも気にならない』『即効性が凄い』とめちゃ

くちゃ高評価！！！！」との記載と共に、６名の人物（うち４名は本件商品の容器を所持

する人物）の写真等を表示するなど、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に

含まれる成分の作用により、数秒間等の極めて短い時間で、目周辺や口周辺、首等につい

て、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示をしていた。 

 イ 同社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和４年７月２日に、「＼自宅で永

久シワ消し！？／【医師が暴露】国が認めた○○なら顔面だるだる主婦（４５）がピー

ンッ！？製薬会社共同開発クリームが凄い」という見出しから始まるウェブページにおい

て、例えば、「目元のたるみが消えた！？ “１０秒で目元ピーン”の噂は本当だった！！」

及び「凄い！！全然違う！！ 使用前 使用後」との記載と共に、目元を比較する２枚の

写真等を表示するなど、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251216_01.pdf


の作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消効果又はたるみ改善効

果を得られるかのように示す表示をしていた。 

⑵ 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

 課徴金額：５８８万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251202_01.pdf 

R7.11.28 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ツルハグループ

マーチャン 

ダイジング 

株式会社ツルハグループマーチャンダイジングは、日用品等の７９商品（以下「本件７９商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、「ツルハグループｅ－ｓｈｏｐ本店」と称す

る自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）において、例えば、「【特売セール】  

花王 ビオレｕ 泡ハンドソープ つめかえ用 （７７０ｍＬ） 詰め替え用 ４回分 薬

用 泡タイプ 【医薬部外品】」と称する商品について、遅くとも令和７年２月２６日から同年

６月７日までの間、「特別価格：４９８円（税込） 通常価格：６１２円（税込）」と表示する

など、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて、本件７９商品につ

いて通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安い

かのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて、本件７９商品について

最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_251128_01.pdf 

R7.11.5 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ダイユーエイト 

 株式会社ダイユーエイトは、日用品等の１１３商品（以下「本件１１３商品」という。）を一

般消費者に販売するに当たり、「Ｑｏｏ１０」と称するウェブサイトに開設した「ダイユーエイ

ト．ＣＯＭ」と称する本件ウェブサイトにおいて、例えば、「ＣＢジャパン やわらかコルクマッ

ト ８枚組 防音 衝撃吸収 床面保護 子供 ペット ジョイントマット」と称する商品に

ついて、令和７年４月１日から同年５月７日までの間、原産国（地）に係る表示として「国内」

と表示するなどにより、日本が原産国であるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、本件１１３商品の「実際の原産国（地）」は、日本ではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251202_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_251128_01.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251105_01.pdf 

R7.11.5 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

アイリスプラザ 

 株式会社アイリスプラザは、日用品等の１０１商品（以下「本件１０１商品」という。）を一

般消費者に販売するに当たり、「Ｑｏｏ１０」と称するウェブサイトに開設した「アイリスオー

ヤマ公式通販サイト アイリスプラザ Ｑｏｏ１０店」と称する本件ウェブサイトにおいて、

例えば、「ペットキャリー ２ＷＡＹアウトドアペットキャリー ブラック ＰＣ－Ｓ００４ 

 Ｌ ＢＫ メガ割」と称する商品について、令和７年２月２７日から同年５月２日までの間、

原産国（地）に係る表示として「国内」と表示するなどにより、日本が原産国であるかのよう

に示す表示をしていた。 

 実際には、本件１０１商品の「実際の原産国（地）」は、日本ではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251105_01.pdf 

R7.10.17 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ＮＯＶＡ 

ランゲージ 

カンパニー 

株式会社ＮＯＶＡランゲージカンパニーは、同社が株式会社ＮＯＶＡ東日本、株式会社ＮＯ

ＶＡ西日本及び株式会社ＮＯＶＡと共同して運営する「ＮＯＶＡ」と称する英会話教室（以下

「英会話教室ＮＯＶＡ」という。）において供給する英会話に係る役務（以下「本件役務」とい

う。）を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、 

 ⑴ 例えば、「おためし留学」と称するコースについて、令和６年９月１日から同月３０日ま

での間、「入会金 一般 ２０，０００円（税込２２，０００円）▶０円」と表示するなど、

あたかも、「税込２２，０００円」と称する価額は、対象コースを受講するために英会話教

室ＮＯＶＡへ入会する者が通常支払うべき費用であり、実際に支払うべき費用が当該通常

支払うべき費用に比して安いかのように表示していた。 

⑵ 例えば、「ＮＯＶＡバイリンガルＫＩＤＳ」と称するコースについて、令和６年９月１日

から同月３０日までの間、「入会金 ＫＩＤＳ １０，０００円（税込１１，０００円）▶

０円」と表示するなど、あたかも、「税込１１，０００円」と称する価額（以下「税込２２，

０００円」と称する価額と併せて「本件通常入会金」という。）は、ＮＯＶＡバイリンガル

ＫＩＤＳを受講するために英会話教室ＮＯＶＡへ入会する者が通常支払うべき費用であ

り、実際に支払うべき費用が当該通常支払うべき費用に比して安いかのように表示してい

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251105_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251105_01.pdf


た。 

実際には、本件通常入会金は、本件役務を受講するために英会話教室ＮＯＶＡへ入会する者

に対し、最近相当期間にわたって支払わせた実績のないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_251017_01.pdf 

R7.10.15 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

テレビ新広島 

 テレビ新広島は、「ひろしまゲートパークプラザ」と称するイベント会場で実施した「ひろし

まラーメンスタジアム２０２４」と称するラーメン等を提供するイベント（以下「本件役務」

という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和６年１１月１０日に配布された日刊

新聞紙に折り込んだチラシにおいて、「麺部屋 綱取物語 横綱チャーシューと炙り角煮の濃厚札

幌味噌」、「北海道【札幌】 味噌 広島初」等と表示するなど、あたかも、本件役務において出

店していた一部の店舗が広島県内に初出店であるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、当該店舗は、過去に広島県内で開催された本件役務と同種又は類似のイベントに

出店した経歴があり、広島県内に初出店ではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251015_11.pdf 

R7.10.10 

【措置命令】 
消費者庁 

ＬＨ 

株式会社 

ＬＨ株式会社は、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを通じて供給する「宮城県産 

カキ一盛り（約１ｋｇ） ※焼きガキ用」と称する料理（以下「本件料理」という。）を一般消

費者に提供するに当たり、例えば、令和７年２月２２日から同年５月１３日までの間、「出張カ

キ小屋 牡蠣奉行」と称するウェブサイトの「出張カキ小屋『牡蠣奉行』ｉｎメガセンタート

ライアル石下店２０２５年３月７日～３０日開催」と称するページに掲載したチラシにおい

て、「旬の東北のカキを特別価格でご提供！！」、「復興支援価格！！」及び「宮城県産 カキ一

盛り（約１ｋｇ） ※焼きガキ用 通常価格１，３２０円（税込）→８８０円（税込）」と表示

するなど、あたかも、「通常価格」と称する価額は、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベ

ントにおいて本件料理について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供

している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、遅くとも令和６年９月１３日以降に開催した「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称す

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_251017_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_251015_11.pdf


るイベントにおいては、本件料理を８８０円又は６６０円で提供しており、「通常価格」と称す

る価額で提供した実績はなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms205_251010_01.pdf 

R7.9.26 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 
ビッグローブ 

株式会社 

１⑴ ビッグローブ株式会社は、「ＢＩＧＬＯＢＥ光 ａｕひかり」と称する光回線を用いたイ

ンターネット接続サービス（以下「本件役務①」という。）を一般消費者に提供するに当た

り、令和３年９月１日から令和６年９月３０日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例

えば、「公式として過去最高額＊１」、「特典総額最大 戸建て １２６，０００円＊２」、「特

典総額最大 マンション １１４，０００円＊３」、「さらに設置工事費 実質０円＊４」、「対

象期間：２０２４年８月１日～２０２４年９月３０日 ※継続実施の場合あり」等と表示

することにより、あたかも、表示されている期間内に本件役務①の提供を申し込んだ場合

に限り、当該ウェブサイトに表示されているキャンペーンの各種特典の適用を受けること

ができるかのように表示していたが、実際には、表示していた期間後に本件役務①の提供

を申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けるこ

とができるものであった疑いがあった。 

⑵ 同社は、「ビッグローブ光」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス（以下

「本件役務②」という。）を一般消費者に提供するに当たり、令和３年１０月１日から令和

６年９月３０日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「開催中のキャンペーン情

報」、「ビッグローブ光 新規＆乗り換え特典」、「期間 ２０２４年８月１日～２０２４年

９月３０日 ※継続実施する場合あり」等と表示することにより、あたかも、表示されて

いる期間内に本件役務②の提供を申し込んだ場合に限り、当該ウェブサイトに表示されて

いるキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように表示していたが、実

際には、表示していた期間後に本件役務②の提供を申し込んだ場合であっても、同種又は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms205_251010_01.pdf


類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を行

わない旨を取締役会で決議すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記１の行為を行っていた各期間に、自社ウェブサイトから又は自社ウェブサイトに示

された電話番号から本件役務①又は本件役務②の提供を申し込んだ一般消費者に対し、支

払われた額の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250926_01.pdf 

R7.9.22 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

創建 

 株式会社創建は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和６年４月１８日

から同月１９日までの間、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「好評につき期間延長！

４／１～４／３０まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費

用実質０円！」等と表示するなど、あたかも、期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、

期限後よりも有利である箇所数の内窓の設置が無料で提供されるかのように表示していた。 

 実際には、期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、期限内に本件役務の申込み

を行った場合と同じ又はそれ以上の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250922_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250926_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250922_01.pdf


R7.9.19 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 
株式会社 

イングリウッド 

１⑴ 株式会社イングリウッドは、「三ツ星ファーム」と称する冷凍宅配食（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和３年６月１６日から令和６年８月９日ま

での間、自社ウェブサイト等において、例えば、「ご好評につき３冠達成！」、「プロの料理

人がオススメする宅食ランキングＮｏ．１」、「宅食サービス総合支持率ランキングＮｏ．

１」、「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービスＮｏ．１」、「たくさんの方に選ばれていま

す」等と表示することにより、あたかも、本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類

似の商品に関する「プロの料理人がオススメする宅食ランキング」、「宅食サービス総合支

持率ランキング」及び「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービス」の３項目（以下「本件

３項目」という。）をそれぞれ調査した結果において、本件商品に係る本件３項目の順位が

それぞれ第１位であるかのように示す表示をしていたが、実際には、当該表示は、それぞ

れ客観的な調査に基づいたものではなかった疑いがあった。 

⑵ 同社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、対価の提供を条件

に、本件商品に関して「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳへの投稿を依頼したことに

よって当該第三者が投稿した表示を、例えば、令和５年１０月１日から令和６年８月１９

日までの間、自社ウェブサイトの「レンチン５分のご褒美ご飯 ＳＮＳでも話題に！」と

の表示箇所等において抜粋するなどして表示していた疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

 ⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を

行わない旨を取締役会で決議すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 令和３年６月１６日から令和７年２月９日までの間に本件商品を購入した一般消費者に



対し、購入金額の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_02.pdf 

R7.9.19 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 
株式会社 

イングリウッド 

１ 株式会社イングリウッドは、「あえて、」と称する冷凍宅配食（以下「本件商品」という。）

を味の素株式会社と共同して一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品の無

償提供を条件に、本件商品に関して「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳへの投稿を依頼

したことによって当該第三者が投稿した表示を、例えば、令和６年５月１０日から同年８月

６日までの間、本件商品の販売サイトの「使ってみた方の感想 Ｉｎｓｔａｇｒａｍでの投

稿レビュー」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑷

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を行 

わない旨を取締役会等で決議すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記⑴から⑶までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_01.pdf  

R7.9.19 

【確約計画の
消費者庁 

味の素 

株式会社 

１ 味の素株式会社は、「あえて、」と称する冷凍宅配食（以下「本件商品」という。）を株式会

社イングリウッドと共同して一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品の無

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_01.pdf


認定】 償提供を条件に、本件商品に関して「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」と称するＳＮＳへの投稿を依頼

したことによって当該第三者が投稿した表示を、例えば、令和６年５月１０日から同年８月

６日までの間、本件商品の販売サイトの「使ってみた方の感想 Ｉｎｓｔａｇｒａｍでの投

稿レビュー」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑷

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記１の行為と同様の行為を行

わない旨を取締役会等で決議すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記⑴から⑶までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_01.pdf  

R7.9.12 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ジャパネット 

たかた 

 株式会社ジャパネットたかたは、「【２０２５】特大和洋おせち２段重」と称する商品（以下

「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和６年１０月８日から同年１１月

２３日までの間、「ジャパネットたかた【公式】通販」と称する自社ウェブサイトにおいて、「【２

０２５】特大和洋おせち２段重」、「ジャパネット通常価格２９，９８０円が」、「１万円値引き  

７／２２～１１／２３」、「値引き後価格１９，９８０円（税込）」及び「～大人気おせちが今

ならお得！～早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価

格」と称する価額（以下「ジャパネット通常価格」という。）は、本件商品について同年７月２

２日から同年１１月２３日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引

き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示してい

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250919_01.pdf


た。 

 実際には、本件商品について、当該セール期間後に当該将来の販売価格で販売するための合

理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販

売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250912_01.pdf 

R7.8.28 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 

株式会社 

ＬＡＶＡ Ｉｎｔ

ｅｒｎａｔｉｏｎ

ａｌ 

１⑴ 株式会社ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌは、同社が運営する「フェイシャル専門

サロンＤａｎｊｏＢｉ」と称する店舗及び「フェイシャル専門サロンＭＵＱＵ」と称する

店舗で提供する施術サービス（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当た

り、第三者に対して、「ＨＯＴ ＰＥＰＰＥＲ Ｂｅａｕｔｙ」と称するウェブサイト（以下

「ホットペッパービューティー」という。）に掲載された各店舗のページ内の「口コミ」と

称する各店舗の口コミ及び評価を示す箇所（以下「本件口コミ表示欄」という。）における

「総合」、「雰囲気」、「接客サービス」、「技術・仕上がり」及び「メニュー・料金」の評価

項目（以下「各評価項目」という。）について、「★★★★★」（以下「星５」という。）の口

コミを投稿することを条件に、当該第三者が次回店舗を利用する際に支払う施術料金から

５００円を割り引くことを伝えることにより、当該第三者が星５の口コミを投稿したこと

で、令和６年２月頃から令和７年６月２３日までの間、当該投稿による表示をしていた疑

いがあった。 

 ⑵ 同社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、同社の従業員が、本件口コミ表示

欄において、各評価項目について、星５の口コミを投稿することにより、令和５年１０月

１日から令和７年２月１３日までの間、当該投稿による表示をしていた疑いがあった。 

 ⑶ 同社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、令和３年１月１日から令和６年１

１月２１日までの間、ホットペッパービューティーに掲載された各店舗のページ内の「クー

ポンメニュー」と称するページで提供するクーポンにおいて、実際の提供価格に当該提供

価格を上回る価格（以下「比較対照価格」という。）を併記することにより、あたかも、比

較対照価格は、本件役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250912_01.pdf


常提供している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、比較対照価格は、

最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為と同様の行為を行わない旨を取締役全員により決定すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記１⑶の行為を行っていた期間に対象のクーポンを利用した一般消費者に対し、支払

われた料金の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_250828_01.pdf 

R7.8.1 

【措置命令】 
消費者庁 

Ｐ＆Ｇジャパン 

合同会社 

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社は、「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」と称する商品（以下「本件

商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも令和４年４月１５日から

令和５年５月１８日までの間、商品パッケージにおいて、「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」、

「※防カビ効果は約６週間持続します」、「自然発想成分“ＢＩＯコート”テクノロジーがお風

呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒

カビの成長を防ぎ続ける」等と表示するなど、あたかも、本件商品を浴室に設置するだけで、

約６週間にわたり、浴室全体のカビの繁殖を防止する効果等が得られるかのように示す表示を

していた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_250828_01.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250801_01.pdf 

R7.6.30 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
株式会社 

ハハハラボ 

株式会社ハハハラボは、「メラット」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、 

⑴ 例えば、令和４年９月１３日に、アフィリエイトサイトにおいて、「何をやっても太る理

由が判明！ 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから ５０ｋｇ以上の女性 ９割がし

ていない ３週間で６０．８ｋｇ→４７．２ｋｇまで痩せた方法がすごい！」との記載と

共に、引き締まった腹部の画像等を表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するだけで、

本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を

認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、

当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないも

のであった。 

⑵ 例えば、令和４年９月１３日に、アフィリエイトサイトにおいて、「３０～６０代女性が

選ぶダイエットサプリ Ｎｏ．１」等と表示するなど、あたかも、同社が販売する本件商品

及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）について、実

際に利用したことがある者又は知見等を有する者に対して「３０～６０代女性が選ぶダイ

エットサプリ」、「一番継続しやすいダイエットサプリ」、「コスパが良いと思えるダイエッ

トサプリ」、「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」、「栄養もしっかり摂れると思うダ

イエットサプリ」及び「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」の６項目をそれぞ

れ調査した結果において、同社が販売する本件商品の順位がそれぞれ第１位であるかのよ

うに示す表示をしていた。 

実際には、同社が委託した事業者による調査は、回答者に対し、同社が販売する本件商

品及び他の事業者が販売する同種商品について実際に利用したことがある者か又は知見等

を有する者かを確認することなく、本件商品と特定の９商品のみを任意に選択して対比し、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250801_01.pdf


当該商品を販売する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基

づくものではなかった。また、前記表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用している

ものではなかった。 

課徴金額：１０８６万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_250630_01.pdf 

R7.6.16 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
株式会社 

フォレストウェル 

株式会社フォレストウェルは、「ｊ．ａｉｒ
ジ ェ イ エ ア ー

」と称する商品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和５年２月８日から同年４月１９日までの間、自

社ウェブサイトにおいて、「まるで森の中にいるような、思わず深呼吸したくなる空気。ｊ．ａ

ｉｒはそんな新鮮な空気をめざしました。 ｊ．ａｉｒにはフィルターやファンがありません。

独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵

や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。 空気の汚れを吸い込んでキレイ

にする空気清浄機とは一線を画し、除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する『空間清浄器』

として、ｊ．ａｉｒが世の中の空気を変えていきます。」等と表示するなど、あたかも、本件商

品を室内に設置すれば、本件商品によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、

２５畳までの室内空間において、浮遊する塵やアレルギー物質を強力に集塵・除塵する効果、

ウイルスを抑制し、菌を除去する効果及び悪臭の素を分解し消臭する効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：１７１万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms205_250616_01.pdf 

R7.6.5 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
株式会社 

新日本エネックス 

株式会社新日本エネックスは、蓄電池を含む太陽光発電システム機器（以下「本件商品」と

いう。）を一般消費者に販売し、その導入に係る施工（以下「本件役務」という。）を一般消費

者に提供するに当たり、令和５年４月１０日、同月１２日、同月１７日、同月２４日、同年５

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms203_250630_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms205_250616_01.pdf


月２日、同月８日、同月１５日、同月１８日及び同月２９日に、 

⑴ア 例えば、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「Ｎｏ．１ ＪＭＲ アフターフォ

ローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「Ｎｏ．１ ２０２２ ＪＭＲ 安心して導入できる

太陽光発電・蓄電池販売」、「Ｎｏ．１ ２０２２ＪＭＲ 知人に紹介したい蓄電池販売」

及び「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』 『安心して導入できる太陽

光発電・蓄電池販売』 『知人に紹介したい蓄電池販売』、の３部門でＮｏ．１を取得し

ました！」等と表示するなど、あたかも、令和４年に、同社が販売する本件商品及び他

の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）並びに同社が提供

する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）

に関する「アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「安心して導入できる

太陽光発電・蓄電池販売」及び「知人に紹介したい蓄電池販売」の３項目（以下「本件

３項目①」という。）につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象

にそれぞれ調査した結果において、同社が販売する本件商品及び同社が提供する本件役

務に係る本件３項目①の順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。 

イ 例えば、自社ウェブサイトの「お知らせ」と称するウェブページにおいて、「Ｎｏ．１ 

２０２０ ＪＭＲ アフターフォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売Ｎｏ．１」、「Ｎｏ．

１ ２０２０ ＪＭＲ 知人に紹介したい蓄電池販売Ｎｏ．１」、「Ｎｏ．１ ２０２０ ＪＭ

Ｒ 顧客満足度Ｎｏ．１」及び「３部門でＮｏ．１を獲得しました！」等と表示するなど、

あたかも、令和２年に、同社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並

びに同社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する「アフター

フォローも充実の太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」及び「顧

客満足度」の３項目（以下「本件３項目②」という。）につき、実際に利用したことがあ

る者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、同社が販売する本

件商品及び同社が提供する本件役務に係る本件３項目②の順位がそれぞれ第１位である

かのように示す表示をしていた。 



⑵ 実際には、同社が委託した事業者による調査は、本件３項目①及び本件３項目②につい

て、回答者に対し、同社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに同

社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことが

ある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、同社及び特定事業者（当該委託を

受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する他の事

業者をいう。）の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。

また、前記表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 

 課徴金額：９９８９万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250605_01.pdf 

R7.3.28 

【措置命令】 
東京都 

株式会社 

ダイエット 

プレミアム 

株式会社ダイエットプレミアムは、「酵素づくしのべっぴん炭クレンズ」と称する食品（以下

「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、 

⑴ 複数のアフィリエイトサイトにおいて、「テレビでの放送を禁止されてた 『強力脂肪溶

解術』を使ってみたら… －１２ｋｇ達成する人続出で大炎上」等と表示することにより、

あたかも、本件商品を摂取することで、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも食

事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのよう

に示す表示をしていた。 

東京都知事が、景品表示法の規定に基づき、同社に対し、期間を定めて表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は当該期間内に資料を提出しな

かった。 

⑵ アフィリエイトサイトにおいて、「炭クレンズはアメリカのダイエット部門で第１位にも

選ばれています。」等と表示することにより、あたかも、本件商品について、短期間で痩せ

る必要のあるセレブから支持され、米国のダイエット部門で人気第１位に選ばれたかのよ

うに示す表示をしていた。実際には、本件商品が短期間で痩せる必要のあるセレブから支

持され、米国のダイエット部門で人気第１位に選ばれたという事実はなかった。 

⑶ 仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサー（以下「第三者」という。）に対し、対価

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250605_01.pdf


を提供することを条件に、本件商品についてＩｎｓｔａｇｒａｍに投稿を依頼したことに

よって当該第三者が投稿した表示に関し、同社が依頼した投稿であることを明らかにせず

に抜粋することにより、自社販売ウェブサイトにおいて、「Ｉｎｓｔａｇｒａｍでも 大人

気！」と記載して、本件商品のパッケージを手に持つ等した人物６名の画像等を表示して

いた。 

当該表示は、①事業者が自己の供給する本件商品の取引について行う表示（以下「事業

者の表示」という。）と認められるものであり、②表示内容全体から一般消費者にとって事

業者の表示であることが明瞭になっているとは認められず、一般消費者が事業者の表示で

あることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20250328.html  

R7.3.27 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ユニットコム 

株式会社ユニットコムは、「ｉｉｙａｍａＰＣ」と称するパソコン（「キャンパスＰＣ」と称

するパソコン及び「コラボゲーミングＰＣ」と称するパソコン並びに中古品及びアウトレット

品を除く。以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトに

おいて、例えば、令和４年９月５日から同年１０月３日までの間、「決算特別感謝祭 期間限定 

１０／３（月）１０：５９迄 今なら対象機種をご購入で 最大１０，０００円分相当 還元！」

等と表示するなど、あたかも、表示された期限内に本件商品を購入した場合に限り、本件商品

の購入金額等の条件に応じて、表示された期限後よりも有利である金額相当のポイント、商品

券又はポイント及び商品券が提供されるかのように表示していた。 

 実際には、表示された期限後に本件商品を購入した場合においても、同一の条件を満たすこ

とにより、表示された期限内と同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント

及び商品券が提供されるものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250327_01.pdf  

R7.3.25 

【措置命令】 
消費者庁 

ロート製薬 

株式会社 

ロート製薬株式会社は、「ロートＶ５アクトビジョンａ」と称するサプリメント（以下「本件

商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和６年６月４日から同年７月２９日まで

の間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”使っています ｆｒｏｍ Ｉｎｓｔ

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20250328.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250327_01.pdf


ａｇｒａｍ」、本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載

せた小皿の画像と共に、「１日１粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」

等と表示していた。 

当該表示は、①同社が表示内容の決定に関与していることから、事業者が自己の供給する本

件商品の取引について行う表示（以下「事業者の表示」という。）と認められるものであり、②

表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認めら

れず、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に

該当するものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250325_01.pdf 

R7.3.21 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
株式会社 

夢グループ 

株式会社夢グループは、「立体マスク３０枚セット」と称する商品（以下「本件商品」という。）

を一般消費者に販売するに当たり、令和２年３月１３日から同年４月２６日までの間、全国の

各地域の新聞紙面広告において、「立体マスク３０枚セット３，６００円（税抜）」及び「本日

の広告の有効期限５日間」と表示することにより、あたかも、当該広告掲載日から５日間に限

り、３，６００円（税別）で、他に負担すべき費用はなく、本件商品を購入できるかのように

示す表示をしていた。 

実際には、本件商品を１セット購入する場合には、３，６００円（税別）の他に送料や手数

料を負担する必要があるものであり、当該広告掲載日から５日間を経過した後も当該条件で本

件商品を購入することができるものであった。 

課徴金額：６５８９万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250321_01.pdf   

R7.3.19 

【課徴金納付

命令】 

消費者庁 
さくらフォレスト 

株式会社 

さくらフォレスト株式会社は、「きなり匠」と称する商品及び「きなり極」と称する商品（以

下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「きな

り匠」と称する商品について、令和４年１月６日から令和５年６月３０日までの間、容器包装

において、「中性脂肪 ＬＤＬコレステロール 血圧が気になる方へ」、「【届出番号】Ｇ６１７」、

「【届出表示】本品にはＤＨＡ・ＥＰＡ、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキ

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250325_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250321_01.pdf


シチロソールが含まれます。ＤＨＡ・ＥＰＡには中性脂肪を低下させる機能があることが、モ

ノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来

ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロー

ル）の酸化を抑制させることが報告されています。」等と表示するなど、あたかも、本件２商品

の各商品をそれぞれ摂取すれば、本件２商品の各商品に含まれている各成分の作用により、中

性脂肪を低下させる効果、高めの血圧を下げる効果及び血中のＬＤＬコレステロールの酸化を

抑制させる等の効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。  

課徴金額：合計１億９０３万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250319_01.pdf 

R7.3.17 

【措置命令】 
消費者庁 

医療法人社団 

スマイルスクエア 

医療法人社団スマイルスクエアは、同法人が経営する「スマイル＋さくらい歯列矯正歯科二

子玉川」と称する診療所（以下「スマイル＋さくらい歯列矯正歯科」という。）において提供す

る歯列矯正に係る役務（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、本件役

務の提供を受けるためにスマイル＋さくらい歯列矯正歯科に来院した者（以下「第三者」とい

う。）に対し、「Ｇｏｏｇｌｅマップ」と称するウェブサイト内の同法人が開設し経営するスマ

イル＋さくらい歯列矯正歯科の「プロフィール」と称する施設情報における「クチコミ」と称

する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所のスマイル＋さくらい歯列矯正歯科の評価として

「★★★★★」（以下「星５」という。）と併せて感想を投稿すること又は星５を投稿すること

を条件に、５，０００円分の「ＱＵＯカード」と称するギフトカードを提供すること又は当該

第三者がスマイル＋さくらい歯列矯正歯科に対して支払う本件役務に係る治療費の総額から

５，０００円を割り引くことを伝えたことによって、当該第三者がこれに応じて投稿していた。 

当該投稿による表示は、①同法人が表示内容の決定に関与していることから、事業者が自己

の供給する本件役務の取引について行う表示（以下「事業者の表示」という。）と認められるも

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250319_01.pdf


のであり、②表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になってい

るとは認められず、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認め

られる表示に該当するものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_250318.pdf  

R7.3.14 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

イースマイル 

株式会社イースマイルは、「さよならダニー」と称する商品（以下「本件商品」という。）、「さ

よならダニーデラックス」と称する商品、「さよならダニーアレル物質分解ミスト」と称する商

品、「さよならダニースプレーワンプッシュ式」と称する商品及び「さよならハクション」と称

する商品の各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品について、令和４年１

２月２日に、商品パッケージにおいて、本件商品の画像と共に、「３次元ダニ捕りシートだから

１枚でなんと２５万匹※捕獲！」等と表示するなど、あたかも、本件商品を寝具等に設置するだ

けで、本件商品に含まれる誘引剤が寝具等に生息しているダニを誘引することにより、約２か

月間で本件商品のシート１枚当たり２５万匹捕獲される効果等が得られるかのように示す表示

をしている又は表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250314_001.pdf  

R7.3.14 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

スマイルコミュニ

ケーションズ 

株式会社スマイルコミュニケーションズは、「さよならダニー」と称する商品（以下「本件商

品」という。）、「さよならダニーデラックス」と称する商品、「さよならダニーアレル物質分解

ミスト」と称する商品、「さよならダニースプレーワンプッシュ式」と称する商品及び「さよな

らハクション」と称する各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品について、

令和６年６月２５日から同年７月３日までの間、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した

「ＦＵＮＳ ＭＡＲＫＥＴ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「１シートあたりのダニの捕

獲力 ２６万匹」、「誘引剤 ダニが好むフェロモンの香り」等と表示するなど、あたかも、本

件商品を寝具等に設置するだけで、本件商品に含まれる誘引剤が寝具等に生息しているダニを

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_250318.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250314_001.pdf


誘引することにより、約２か月間で本件商品のシート１枚当たり２６万匹捕獲される効果等が

得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250314_001.pdf  

R7.3.5 

【措置命令】 
埼玉県 

株式会社 

大和 

コーポレーション 

株式会社大和コーポレーションは、同社が供給する水回りの修繕に関する役務（以下「本件

役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、少なくとも令和６年４月１０日から同年９

月３０日までの間、同社が運営する「水道修繕受付センター」と称するウェブサイトにおいて、 

⑴ 「水回りの対応件数 約１０万件」、「実績 当社 月間２０００件 他社 月間１００件

前後」と表示することにより、 

① あたかも、多数の修理実績を有しているように示す表示をしていたが、実際には、当

該事業者が、過去提供した本件役務に係る契約件数は１０万件を大きく下回るものであ

り、過去提供した本件役務に係る月間平均契約件数は２０００件を大きく下回るもので

あった。 

② あたかも、本件役務に係る修理実績について、他の事業者の実績を大幅に上回るかの

ように示す表示をしていたが、実際には、他の事業者の修理実績は、統計的に客観性が

確保された調査によるものではなかった。 

⑵ 「今月だけのＷＥＢ限定割引 ３，０００円ＯＦＦ 基本料金３，０００円 ＞＞ ＼

地域最安値に挑戦！／ ０円 完全無料 現地見積り 深夜・早朝料金 現地キャンセル 

出張費」、「他社との料金比較 料金 当社 基本料０円※別途、作業料金が掛かります。 

他社 基本料６，０００円＋作業費 別途：調査費・出張費」と表示することにより、 

① あたかも、本件役務に係る修理代金について、他の事業者が提供する修理代金と比較

して安いかのように表示していたが、実際には、当該他の事業者の修理代金は、統計的

に客観性が確保されたものではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250314_001.pdf


② あたかも、本件役務は表示にある安価な価格で提供可能であるかのように表示してい

たが、実際には、本件役務の作業の過程で追加料金が発生することにより、約数万円か

ら数十万円の作業代金を追加請求されるなど、表示されているような価格で本件役務の

提供を受けることができないものであった。 

③ あたかも、限定された期間中に依頼した場合にのみ、割引が適用された価格で本件役

務の提供を受けられるかのように表示していたが、実際には、期間を限定することなく継

続的に基本料金を無料とする割引を適用させた価格で本件役務の提供を受けられるもので

あった。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2025030601.html  

R7.2.28 

【措置命令】 
消費者庁 

長谷川産業 

株式会社 

長谷川産業株式会社は、家具等の５３商品（以下「本件５３商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「回転オフィスチェア ミッテ２」と

称する商品について、遅くとも令和６年５月１８日から同年８月１日までの間、「通常価格：￥２

５，１９０ １０％税込（＋送料 ￥２，３１０～） ￥１８，５９０ １０％税込（＋送料 

￥２，３１０～）」と表示するなど、あたかも、「通常価格」と称する価額は、本件５３商品に

ついて通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安

いかのように表示していた。 

実際には、「通常価格」と称する価額は、本件５３商品について最近相当期間にわたって販売

された実績のないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250228_01.pdf  

R7.2.26 

【確約計画の

認定】 

消費者庁 
ｃａｎａｍｅ 

株式会社 

１ ｃａｎａｍｅ株式会社は、令和２年９月１日から令和６年７月３１日までの間、「かたぎり

塾」と称するパーソナルジム（以下「かたぎり塾」という。）において提供する運動指導（以

下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、あ

たかも、表示されている期限までに本件役務の無料体験を行い、無料体験当日に入会した場

合に限り、通常５０,０００円の入会金が値引きされるかのように表示していたが、実際には、

表示していた期限後であっても、無料体験当日に入会した場合は、入会金が値引きされるも

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2025030601.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250228_01.pdf


のである疑いがあった。 

２ 消費者庁は、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から以下の⑴から⑸

までの確約計画の認定の申請があった。 

⑴ 前記１の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。 

⑵ 前記１の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 

⑶ 前記１の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じるこ

と。 

⑷ 前記１の行為を行っていた期間にかたぎり塾に入会した一般消費者に対し、支払われた

入会金の一部を返金すること。 

⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。 

３ 消費者庁は、前記２の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると

認め、当該確約計画を認定した。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250226_01.pdf 

 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250226_01.pdf

